
若狭における福井県の「でたらめ行政」を検証する（その24)

河内川ダム建設の無駄と無謀 その⑥

こ う ち が わ

民主党政権の 「できるだけダムにたよらない治水」 政策を

骨抜きにした国交省河川局官僚と福井県河川課の詐欺的手法（4）

(小浜市) 松本 浩

◆2008年10月22日

小浜市上下水道課と次のような会話を交

わしている。「谷田部水源調査報告書平成

20年 9月」を示して課員が説明。
職員：これが谷田部取水場です。･･･揚水

試験がされていなかったものですから。

松本：･･･谷田部の揚水試験は、これまで

実施していなかったんですか。

職員：はい。

松本：これは、何時、誰が調査されたんで

すか。

課長：9 月 22 日、私ら上下水道課の職員
でやりました。

松本：谷田部取水井は南川水系の湯岡取水

場の上方にあって、繋がってませんか。

課長：･･･繋がっています。

松本：谷田部取水井での取水は、湯岡取水

井に直接影響するのではありませんか。

課長：･･･

松本：上流で地下水を汲み上げれば、下流

の湯岡取水場にどのような影響がでるか

ということは、地下水の枯渇を心配する

なら大事なことではありませんか。

課長：･･･

松本：それなのに、谷田部取水場の新設に

際して揚水試験をしていなかったという

ことは、小浜市が南川水系の地下水につ

いては枯渇の心配を全くしていなかった

ということではありませんか。

課長：…

松本：それに、新しい取水井戸の開設に当

たって揚水試験もしなかったということ

は、市の仕事としては杜撰(ずさん)では

ありませんか。

課長：･･･そのとおりです。

松本：川崎地区（海浜埋立地）の「濱の湯」

の水源は地下水と聞いていますが･･･

課長：事実です。

松本：それは、北川の地下水系ですか。

課長：そうだと思います。

松本：井戸の深さはどれ位で、一日の取水

量はどれ位ですか。

課長：･･･

松本：「濱の湯」は小浜市が建設して民間

に管理委託されたのではないんですか。

課長：そうだと思います。

松本：小浜市がなさった「濱の湯」の開設

に際して揚水試験も実施していないとい

うことは、小浜市が塩水化など心配して

いないからではありませんか。

課長：･･･

松本：雲浜取水場の塩水化を心配されるの

であれば、「濱の湯」開設による影響な

どは当然に調査すべきです。川崎地区の

魚市場の井戸は市の上水道ですか。

課長：そこも、3 本とも専用井戸と聞いて
います。

松本：市の上水道に繋がなかったのは何故

ですか。

課長：小浜市には、地下水の汲み上げを規

制する条例などがないからです。

松本：だけど、「濱の湯」は小浜市がなさ



ったのに専用井戸じゃないですか。

課長：･･･

故浦谷市長が明言したように「小浜市は

地下水が豊かでありダムは要らない」とい

うのは当初からはっきりと分かっていたと

言ってもよい。

右は、小浜市の地下水調査（2013 年 10
月～ 16 年 3 月）の結果を報じた毎日新聞
(2016 年 6 月 4 日)の記事である。同記事
は「河内川ダムから供給される水の扱いを

今後、再検討する」との小浜市の方針を伝

えているが、実際には、河内川ダムの水が

小浜市に供給されることはないだろう。

次ページの図は、2017 年 1 月 19 日に河
内川ダム建設事務所が筆者に開示した河内

川ダムの「堤敷（ダムサイト）内断層分布

図」である。

福井県の調査によっても「河内川ダムの

ダムサイトには、計 41 条の断層が確認さ
れている」（「ダムサイトの地質概要」）の

である。

本断層分布図によると河内川ダムの基礎

岩盤には断層が縦横に走っている。

このような断層破砕帯の地盤にダムを建

設する無謀を指摘して、「このダムには水

が溜まらないのではありませんか」と訊ね

ると、ダム事務所の幹部は「いや、万全の

安全対策（地盤強化や水漏れ対策）を講じ

るので十分水は溜まります」と答えた。

しかし、これらすべての断層にコンクリ

ートを詰めるなどの水漏れ対策を十分に施

すことができたとしても、地震が起きた場

合に果たしてそれが役立つであろうか。否、

大いに疑問である。

また、同様な断層はダム本体の基礎地盤

にだけ存在するものではなく、おそらく河

内川ダムの貯水域全体を覆っていると考え

られるから、その全水域の地盤に水漏れ対

策を施すことは到底不可能であり、その計

画も立てられていない。

このような断層破砕帯の地盤に 800万ト
ンのダムを建設するのは無謀である。

そのことを予め熟知していながらダム建

設を強行する国と県の責任は厳しく問われ

なければならない。

（次号に続く）




